
ごみが原因で火災発生

ルールを守って
ごみ出しを

　ごみの回収作業中に発火し、車両火災となる件が立て続けに起こっています。一人ひとりがごみ出しのルールを
守らなければ、繰り返し火災は発生し、大事故につながる恐れもあります。
　次のような発火する恐れがあるものをごみとして出されるときは、ご注意ください。

ライター
ライターはガスを使いきってから埋立ごみとして出してくだ
さい。ガスが残っているものは市役所にお持ちいただくか、集
積所のコンテナに、それだけをかためてお出しください。

燃料やガスなど
燃料やガスなどが入っている缶やボンベ、塗料の薄め液など揮
発性のある液体の容器は中身を抜いてから捨ててください。小
型石油ストーブなどは灯油を抜き取ってください。

電池を使用する製品
電池を使用するおもちゃや電気製品を捨てるときは、必ず電池
を抜いてください。抜いた電池（ボタン電池や充電式は除く）は
電池専用コンテナに入れてください。

※詳しくは、「甲賀市ごみ事典」をご覧ください。
　　　　　　  生活環境課　廃棄物対策係
☎ 65‐0690　  63‐4582
問い合わせ

▲�ライターによると思われるごみ収集車の火災
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子ども手当の
現況届

　子ども手当を受給しておられる方は毎年
６月に現況届を提出していただくことに
なっています。
　対象者には、６月初旬に個別案内を送付し
ていますので、内容をご確認いただき、ご提
出をお願いします。
　なお、平成22年4月の施行に伴う新規認定
請求や額改定請求を提出いただいた方は、本
年度のみ提出の必要はありません。

提出をお忘れなく

　　　　　　  社会福祉課　児童家庭支援係
☎ 65‐0705　  63‐4085
問い合わせ
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